
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

徳島城博物館

徳島城博物館観覧料等の減免

徳島市立徳島城博物館条例

第６条

（電話 ６５６－２５２５）

○徳島市立徳島城博物館条例
（観覧料等の減免）
第６条 市長は、公益上必要があると認めるとき又は特別の事由がある
と認めるときは、観覧料及び使用料を減免することができる。

○徳島市立徳島城博物館の観覧料等に関する規則
（観覧料等の減免）
第２条 条例第６条の規定により徳島市立徳島城博物館の観覧料等の減
免を受けようとする者は，観覧料にあっては徳島市立徳島城博物館観
覧料減免申請書（別記様式第１号），使用料にあっては徳島市立徳島
城博物館使用料減免申請書（別記様式第２号）を市長に提出しなけれ
ばならない。ただし，市長が特別の事由があると認めるときは，この
限りでない。

徳島市立徳島城博物館観覧料等減免取扱い基準 別添

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）

標準処理期間 総日数 １１日（休日を除く）

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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